日本国籍保有者を対象とした2025/2026年度ポーランド政府奨学金
ポーランド国家学術交流庁（NAWA）の情報通信システムに提出が必要な書類について

駐日ポーランド共和国大使館が実施する第一選考の結果は、応募者へメールで通知されます。
第二選考に進んだ場合は、NAWAからメールを受け取り、NAWAの情報通信システム上で申請書を提出するよう求められます。
第二選考で必要な書類は以下の通りです。

申請書に記載すべき内容
1) 修士課程（第二課程）への正規留学を希望する場合
留学の目的、また留学による学問・職業的なキャリアへの影響についての説明。

2) 短期留学を希望する場合
a) 留学の目的、また留学による学問・職業的なキャリアへの影響についての説明。
b) 滞在計画（実施予定の課題内容）と、受け入れ機関を選んだ理由。

3) 研究滞在（博士課程）を希望する場合
ポーランドの受け入れ機関で実施予定の研究活動、および受け入れ機関を選んだ理由。

ポーランドの受け入れ機関と円滑にコミュニケーションが取れ、研究活動を進めることが出来るレベルのポーランド語または外国語能力を、申請時に証明する必要があります。
研究に使用する言語の、B2レベル以上の語学証明書を提出する必要があります。

申請時に提出が必要な書類一覧
1) 修士課程（第二課程）への正規留学を希望する場合
a) 修士課程に進むのに必要な、学士課程の学位証明書のスキャン。申請時点で学士課程の最終学年に在籍中の場合、成績証明書。

2) 短期留学を希望する場合
a) 学位証明書または成績証明書のスキャン。
b) 履歴書（CV）（過去の成果が書かれているもの、最大2ページ、それ以降のページは審査対象外。）
c) ポーランドの受け入れ機関からの受け入れ証明書（または招待状のコピー）。

3. 研究滞在（博士課程）を希望する場合
a) 最終学歴の学位証明書のスキャン。
b) 履歴書（CV）（出版物、研究プロジェクト、海外研修および特別な成果について記載、最大3ページまでで、それ以降のページは審査対象外。）
c) ポーランドの受け入れ機関からの受け入れ証明書（または招待状のコピー）








